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助手席側後席ドアガラスにおいて、生産設備のプログラムが不適切なため、冷却不良となり、

ガラスの破砕要件を満たしていないものがある。そのため、当該ガラスが損傷した場合、 

破片が粉々にならず、保安基準第２９条（窓ガラスの基準）に抵触するおそれがある。 

 

改善の内容 

全車両、当該ガラスを良品と交換する。 

 

識別：改善済車両には、車台番号打刻の車両型式３桁目の上に黄色ペイントを塗布する。 

 

 

 

 

注：   は交換部品を示す。 

助手席側後席ガラス 

基準不適合発生箇所 


